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(57)【要約】
【課題】従来のエレベーターのブレーキ制動力の点検方
法は、停止信号が出力されたエレベーター位置と停止位
置検出信号が出力されたエレベーター位置間距離と最大
許容制動距離との比較に基づくものであるが、前記エレ
ベーター間距離を求めるのに、エレベーター駆動用モー
タの回転数から求めるとロープの延び等による正確性の
欠如、また、当該距離測定装置による場合はコストの増
大との問題があった。
【解決手段】停止検出スイッチが動作する動作点におけ
るかご室と昇降路の特定箇所との距離Ａと、かご室を一
定速度で上昇又は下降により前記停止検出スイッチの動
作に続くブレーキ動作にて前記停止したかご室と前記昇
降路の特定箇所との距離Ｂとの差を求め、当該差が所定
の制動距離Ｃ内にあるときに、前記ブレーキの制動力お
よび保持力が適正であると判定する点検方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　昇降路内を昇降するかご室と、前記かご室の昇降動作を制動および保持するブレーキと
、前記かご室に固定されたかご室カムと、昇降路内に配設され、前記かご室カムを検出す
ると停止検出信号を出力する停止検出スイッチと、前記かご室を前記かご室から離れた位
置で操作可能なかご操作器とを備えたエレベーターにおいて、
　前記停止検出スイッチが動作する動作点における前記かご室と昇降路の特定箇所との距
離Ａを測定し、次に、前記かご室を一定速度で上昇又は下降させ、当該上昇又は下降によ
り前記停止検出スイッチの動作に続くブレーキ動作によりかご室を停止させ、当該停止し
た前記かご室と前記昇降路の特定箇所との距離Ｂを測定し、距離Ｂと距離Ａの差を求め、
当該差が所定の制動距離Ｃ内にあるか否か判定し、当該判定が制動距離Ｃ内との判定のと
きに、前記ブレーキの制動力および保持力が適正であると判定することを特徴としたエレ
ベーターの制動および保持力の点検方法。
【請求項２】
　昇降路内を昇降するかご室と、前記かご室とロープで結合され、巻上機を介してつるべ
式に配設されるつりあい錘と、前記かご室および前記つりあい錘の昇降動作を制動および
保持するブレーキと、前記かご室に固定されたかご室カムと、昇降路内に配設され、前記
かご室カムを検出すると停止検出信号を出力する停止検出スイッチと、前記かご室を前記
かご室から離れた位置で操作可能なかご操作器とを備えたエレベーターにおいて、
　前記停止検出スイッチが動作する動作点における前記つりあい錘と昇降路の特定箇所と
の距離Ｄを測定し、
　次に、前記かご室を一定速度で上昇又は下降させ、当該上昇又は下降により前記停止検
出スイッチの動作に続くブレーキ動作によりかご室を停止させ、当該停止した前記つりあ
い錘と前記昇降路の特定箇所との距離Ｅを測定し、距離Ｄと距離Ｅの差を求め、当該差が
所定の制動距離Ｃ内にあるか否か判定し、当該判定が制動距離Ｃ内との判定のときに、前
記ブレーキの制動力および保持力が適正であると判定することを特徴としたエレベーター
の制動および保持力の点検方法。
【請求項３】
　昇降路内を昇降するかご室と、前記かご室の昇降動作を制動および保持するブレーキと
、前記かご室に固定されたかご室カムと、昇降路内に配設され、前記かご室カムを検出す
ると停止検出信号を出力する停止検出スイッチと、前記かご室を前記かご室から離れた位
置で操作可能なかご操作器とを備えたエレベーターにおいて、
　前記かご室を一定速度で上昇又は下降させ、当該上昇又は下降により前記停止検出スイ
ッチの動作に続くブレーキ動作によりかご室を停止させ、当該停止した前記かご室と昇降
路の特定箇所との距離Ｆを測定し、前記かご室を寸動下降させた後前記かご室が停止した
ままのときは、寸動下降をかご室の前記停止が解消されるまで繰返し、前記停止が解消さ
れたときの前記かご室と前記昇降路の特定箇所との距離Ｇを測定し、前記距離Ｆと距離Ｇ
の差を求め、当該差が所定の制動距離Ｃ内にあるか否か判定し、当該判定が制動距離Ｃ内
との判定のときに、前記ブレーキの制動力および保持力が適正であると判定することを特
徴としたエレベーターの制動および保持力の点検方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　エレベーターのブレーキの制動力および保持力が適正であるか否かを判定する点検方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　エレベーターのブレーキの制動力が正常であるか否かの判定手段として、かご室カムを
検出すると停止検出信号を出力する停止検出スイッチと、前記かご室カムを検出すると停
止位置検出信号を出力する停止位置検出スイッチとをエレベーターの昇降路に沿って上下
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に配設し、ブレーキテスト運転中に前記停止検出信号が出力されると、エレベーターに停
止指令を出してブレーキを作用させ、前記停止位置検出信号が前記停止検出信号の出力よ
り所定時間以内に出力されないときは、当該ブレーキが異常であるとして、異常表示器を
点灯することは従来知られている判定手段である（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平８－１０８９８３号公報。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１に示す従来の判定手段においては、停止検出信号が出力されたエレベーター
位置と停止位置検出信号が出力されたエレベーター位置間距離を、エレベーターをロープ
を介して駆動するモータの回転数をロータリーエンコーダにより換算して求めると、当該
ロープの延びにより正確に当該距離を検出できない問題があるばかりでなく、前記テスト
モード用の運転制御プログラムの構築と、当該判定結果を外部出力する発報装置を設置す
ることによるコスト増の問題も生じる。
　さらに、既設のエレベーターに至っては改造費用によるさらなるコスト増の問題、特に
リレー制御の古い既設のエレベーターに至っては前記のような運転制御を行うことは不可
能であるから大規模に制御のリニューアルが必要となる問題があった。
【０００４】
　本発明は上記課題を解決するためになされたものであって、現在の設備構成を変更する
ことなく、すなわちコストをかけることなく、エレベーターのブレーキの制動力及び保持
力が正常であるか否かを判定することができる方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載の発明は、
　　昇降路内を昇降するかご室と、前記かご室の昇降動作を制動および保持するブレーキ
と、前記かご室に固定されたかご室カムと、昇降路内に配設され、前記かご室カムを検出
すると停止検出信号を出力する停止検出スイッチと、前記かご室を前記かご室から離れた
位置で操作可能なかご操作器とを備えたエレベーターにおいて、
　前記停止検出スイッチが動作する動作点における前記かご室と昇降路の特定箇所との距
離Ａを測定し、次に、前記かご室を一定速度で上昇又は下降させ、当該上昇又は下降によ
り前記停止検出スイッチの動作に続くブレーキ動作によりかご室を停止させ、当該停止し
た前記かご室と前記昇降路の特定箇所との距離Ｂを測定し、距離Ｂと距離Ａの差を求め、
当該差が所定の制動距離Ｃ内にあるか否か判定し、当該判定が制動距離Ｃ内との判定のと
きに、前記ブレーキの制動力および保持力が適正であると判定することを特徴とする。
【０００６】
　また、請求項２記載の発明は、
　昇降路内を昇降するかご室と、前記かご室とロープで結合され、巻上機を介してつるべ
式に配設されるつりあい錘と、前記かご室および前記つりあい錘の昇降動作を制動および
保持するブレーキと、前記かご室に固定されたかご室カムと、昇降路内に配設され、前記
かご室カムを検出すると停止検出信号を出力する停止検出スイッチと、前記かご室を前記
かご室から離れた位置で操作可能なかご操作器とを備えたエレベーターにおいて、
　前記停止検出スイッチが動作する動作点における前記つりあい錘と昇降路の特定箇所と
の距離Ｄを測定し、
　次に、前記かご室を一定速度で上昇又は下降させ、当該上昇又は下降により前記停止検
出スイッチの動作に続くブレーキ動作によりかご室を停止させ、当該停止した前記つりあ
い錘と前記昇降路の特定箇所との距離Ｅを測定し、距離Ｄと距離Ｅの差を求め、当該差が
所定の制動距離Ｃ内にあるか否か判定し、当該判定が制動距離Ｃ内との判定のときに、前
記ブレーキの制動力および保持力が適正であると判定することを特徴とする。
【０００７】
　また、請求項３に記載の発明は、
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　昇降路内を昇降するかご室と、前記かご室の昇降動作を制動および保持するブレーキと
、前記かご室に固定されたかご室カムと、昇降路内に配設され、前記かご室カムを検出す
ると停止検出信号を出力する停止検出スイッチと、前記かご室を前記かご室から離れた位
置で操作可能なかご操作器とを備えたエレベーターにおいて、
　前記かご室を一定速度で上昇又は下降させ、当該上昇又は下降により前記停止検出スイ
ッチの動作に続くブレーキ動作によりかご室を停止させ、当該停止した前記かご室と昇降
路の特定箇所との距離Ｆを測定し、前記かご室を寸動下降させた後前記かご室が停止した
ままのときは、寸動下降をかご室の前記停止が解消されるまで繰返し、前記停止が解消さ
れたときの前記かご室と前記昇降路の特定箇所との距離Ｇを測定し、前記距離Ｆと距離Ｇ
の差を求め、当該差が所定の制動距離Ｃ内にあるか否か判定し、当該判定が制動距離Ｃ内
との判定のときに、前記ブレーキの制動力および保持力が適正であると判定することを特
徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１に記載の発明によれば、かご室と昇降路の特定箇所との距離を測定することで
、ブレーキの制動距離を測定し、ブレーキの制動力および保持力を判定することができる
ので、特別の設備や装置を要することなく、安価にブレーキの点検ができるとの効果を有
する。
　また、請求項２に記載の発明によれば、機械室を有しないエレベーターなど、ピット内
で作業する場合においても、つりあい錘と昇降路の特定箇所との距離を測定することがで
、ブレーキの制動距離を測定し、ブレーキの制動力および保持力を判定することができる
ので請求項１記載の発明と同様の効果が得られる。
　また、請求項３に記載の発明によれば、ブレーキが動作してかご室が停止したときの、
かご室と昇降路の特定箇所との距離と、次にかご室を寸動下降させた後、前記かご室が動
かないときは、当該寸動下降を繰返し、かご室が動いたとときの前記かご室と昇降路の特
定箇所との距離を測定することで、停止検出スイッチが動作する位置を目視で確認する必
要がないので、昇降路内のかご上作業を不要とすることができ、より簡易に、特別な設備
や装置を要することなく、安価にブレーキの点検ができる効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　まず、本発明の第１の実施形態（以下「第１実施例」という）を、機械室を有するエレ
ベーターを例に図１乃至図４、図７に基づいて説明する。
　図１は、第１実施例におけるエレベーターの全体構成図である。
　図２乃至図４はかご室カムと停止検出スイッチの位置関係とそのときの動作状態を示す
部分拡大図で、図２はかご室カムと停止検出スイッチのレバーが接触していない停止検出
スイッチ不動作状態を示し、図３はかご室カムによる停止検出スイッチの動作点を示し、
図４は停止検出スイッチ動作後に続くブレーキ動作による制動距離（以下「スリップ距離
」という）移動してかご室が停止したときのかご室カムと停止検出スイッチのレバーとの
位置関係をそれぞれ示す。
　図７は第１実施例の点検方法を説明するフローチャートである。
【００１０】
　図１について説明する。
　昇降路１３内には、かご室カム２と、かご室敷居３を備えたかご室１と、前記かご室カ
ム２と協働する停止検出スイッチ１６と、シーブ７、ビームプーリー１０を介して前記か
ご室１と図示しないつりあい錘と連結するロープ１８が配設され、当該昇降路１３の上に
は、機械室１２が配置され、当該機械室１２には、ビームプーリー１０を備えたマシンビ
ーム９上に、モータ５、ブレーキ６、シーブ７，減速機８からなる巻上機４と、制御盤１
１が設置され、当該制御盤は１１は配線１７を介して停止検出スイッチ１６と接続してい
る。
　また、前記昇降路１３には、最上階乗場開口部１４が図示されており、当該開口部１４
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の下端に最上階乗場敷居１５が設置されている。
　さらに、当該開口部１４には図示しないドアが設置され、当該ドアは、かご室敷居３と
最上階乗場敷居１５の水平高さ間距離（以下「敷居間距離２０」という）が所定距離以内
でない場合は通常閉じられており、点検時などにおいては、専用のキー又は開放治具を使
うことで、前記敷居間距離２０に関わらずドアの開放が可能となっている。
【００１１】
　図２乃至図４について説明する。
　停止検出スイッチ１６は、かご室１の最上階乗場開口部１４より上方への行き過ぎを防
止するために設けられたスイッチで、そのスイッチレバー１９が、かご室カム２に接触す
ると図３に示すようにその動作点において停止検出スイッチ１６から停止検出信号が配線
１７を介して制御盤１１に出力され、当該接触が解除されると当該停止検出信号の制御盤
１１への出力は停止する。
　一方、当該停止信号を受けた制御基板１１は巻上機４のブレーキ６動作を開始させて、
かご室１を停止させるものであるが、当該ブレーキ６動作の開始から停止するまでの制動
距離２１（以下「スリップ距離２１」という）移動する。
　このときのかご室１の移動速度は、通常運転時よりも低速で、一般的には１５～３０ｍ
／ｍｉｎの定速度で運転される。
【００１２】
　次に、ブレーキ６の制動力および保持力の点検方法を図７のフローチャートに基づいて
説明する前に点検時のエレベーター動作について説明する。
　点検時、かご室１上の図示しない操作機による上昇および下降の操作信号、または、制
御盤１１の直接操作による上昇および下降の操作により、ブレーキ６を開放し、モータ５
を起動し、そのモータ５の動力により減速機８を介してシーブ７を回転させることにより
ロープ１８を移動して、当該ロープにつり下げられているかご室１を上昇、および下降さ
せる運転を行う。
　ここで、前記運転によりスイッチレバー１９と、かご室カム２が接触して停止検出スイ
ッチ１６から停止検出信号が制御盤１１に出力されると、制御盤１１はモータ５の停止と
同時にブレーキ６を動作し、かご室１の運転を停止する。
【００１３】
　次に、ブレーキ６の制動力および保持力の点検方法を図７のフローチャートに基づいて
説明する。
　ブレーキ６の制動力および保持力は、かご室１を無負荷状態にして、一定速度、かつ低
速度で上昇させ、ブレーキ６を動作させてから停止するまでのスリップ距離で判定するも
のであるが、当該スリップ距離と同等な距離として、本発明は無負荷状態にして、一定速
度、かつ低速度で上昇させ、かご室１が停止したときのかご室敷居と停止階の敷居間の距
離が最大許容スリップ距離以内であるか否かを判定するもので、詳細をフローチャートに
従って説明する。
【００１４】
　かご室１を、最上階乗場開口部１４からかご室１の上に乗ることが可能な位置に停止さ
せ、当該停止したかご室１の上に作業者甲が乗って（ステップＳ４０）、かご室１の上に
設置された図示しない操作器を操作してかご室１を上昇運転し、停止検出スイッチ１６の
近傍に達したら、停止検出スイッチ１６の正確な動作点にかご室１を止めるために作業者
甲は、スイッチレバー１９の動きを目視で確認しながら、かご室１の寸動運転を行って図
３の点線で示される停止検出スイッチ１６の作動点で停止させる（ステップＳ４１）。
【００１５】
　次いで、作業者乙がかご室敷居３と最上階乗場敷居１５との敷居間距離２０を計測しそ
の計測距離Ａを記憶し（ステップＳ４２）、その後、作業者甲がかご室１の上から最上階
乗場開口部１４に降りることができる位置迄かご１を下降運転して、作業者甲がかご室１
から最上階乗場に降りる（ステップＳ４３）。
　前記ステップＳ４３で最上階乗場に降りた作業者甲は、機械室１２に設置されている制
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御盤１１の操作盤によりかご室１を低速上昇運転し（ステップＳ４４）、当該上昇運転に
より、かご室カム２がスイッチレバー１９に接触して停止検出スイッチ１６の動作点に至
って停止検出信号を出力すると、ブレーキが動作して、かご室１は停止検出スイッチ１６
の動作点から図４に示すスリップ距離２１だけ移動して停止する（ステップＳ４５）。
【００１６】
　次いで、作業者乙がかご室敷居３と最上階乗場敷居１５との敷居間距離２０を計測しそ
の計測距離Ｂを記憶し（ステップＳ４６）、前記計測距離Ｂから計測距離Ａを減算した減
算値がブレーキ６の許容最大スリップ距離Ｃ以内であるか否か判定し（ステップＳ４７）
、当該判定が許容最大スリップ距離Ｃ以内であるとの判定のときは、ブレーキ６のブレー
キの制動力および保持力は正常と判断して、当該ブレーキの制動力および保持力の点検を
終了する（ステップＳ４８）。
　一方、前記ステップＳ４７の判定が距離Ｃ以内でないとの判定のときは、異常と判定し
（ステップＳ４９）、ブレーキ６を調整して（ステップＳ５０）スタートに戻り、前記ス
テップを正常判定となるまで繰り返す。
【００１７】
　次に、本発明の第２の実施形態（以下「第２実施例」という）について、機械室を有す
るエレベーターを例に、図２乃至図４，図５、図８に基づいて説明する。
　第１実施例における符号と同一の符号で示される構成は、第１実施例と同一であるか対
応する構成であるから、その説明は省略する。
　図５は、第２実施例におけるエレベーターの全体構成図である。
　図８は、第２実施例の点検方法を説明するフローチャートである。
【００１８】
　図５において第１実施例と相違する点ついて説明する。
　ビームプーリー１０、シーブ７を介してロープ１８にてつるべ式にかご室１と結合する
つりあい錘２２の真下に、ロープ１８が切断してつりあい錘２２が落下したときにピット
２４の床への衝撃を緩和する緩衝器２３が離隔して配設されている点、
　操作器２６を操作し、その操作信号が配線２７、ピット２４に配設されている操作箱２
５、配線２８を介して制御盤１１に入力されてかご室１の昇降運転および下降運転を操作
できる点、
　最下階乗場開口部２９、および最下階乗場開口部２９の下端に最下階乗場敷居３０が設
けられている点である。
　また、最下階乗場開口部２９にドアが設けられている点、および当該ドアの動作は第１
実施例における最上階乗場開口部１４に設けられているドアと同様である。
【００１９】
　次に、ブレーキ６の制動力および保持力の点検方法を図８のフローチャートに基づいて
説明する前に点検時のエレベーター動作について説明する。
　点検時には、操作器２６による上昇運転、および下降運転の操作信号が制御盤１１を介
して巻上機４のブレーキ６を開放し、モータ５を起動し、当該モータ５の動力により減速
機８を介してシーブ７を回転させることによりロープ１８を移動し、当該ロープにつり下
げられているかご室１を上昇、および下降させる運転を行う。
　このとき、かご室１とロープ１８で連結されたつりあい錘２２は、シーブ７、ビームプ
ーリー１０を介してつるべ式に配設されているため、かご室１が上昇すると反対に下降し
、かご室１が下降すると反対に上昇するように昇降路１３内を通常運転時より低速な一定
速度、一般的には１５～３０ｍ／ｍｉｎで変位する。
　ここで、かご室１の最上階乗場開口部１４より上方への行き過ぎ防止のために設けられ
た停止検出スイッチ１６のスイッチレバー１９と、かご室カム２が接触して停止検出スイ
ッチ１６が停止検出信号を制御盤１１に出力すると、モータ５の停止と同時にブレーキ６
が動作し、かご室１の運転が停止する。
【００２０】
　ブレーキ６の制動力および保持力の点検方法を図８に基づいて説明する。
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　第２実施例も第１実施例と同様、ブレーキ６の動作開始からかご室１が停止する迄のス
リップ距離で判定するものであるが、当該スリップ距離を、無負荷状態で低速度上昇させ
てブレーキ動作を開始させたときのつりあい錘２２と緩衝器２３との距離、すなわち、つ
りあい錘－緩衝器間距離３１と、かご室１が停止したときのつりあい錘２２と緩衝器２３
とのつりあい錘－緩衝器間距離３１の差が最大許容スリップ距離Ｃの範囲内であるか否か
を判定するもので、詳細をフローチャートに従って説明する。
【００２１】
　かご室１を、最上階乗場開口部１４からかご室１の上に作業者甲が乗ることが可能な位
置に停止させてかご室１の上に作業者甲が乗り（ステップＳ６０）、かご室１の上に設置
された図示しない操作器を操作してかご室１を上昇運転し、停止検出スイッチ１６の近傍
に達したら、停止検出スイッチ１６の正確な動作点にかご室１を止めるために作業者甲は
、スイッチレバー１９が図３の点線で示される動きを目視で確認しながらかご室１の寸動
運転を行って停止検出スイッチ１６の動作点で停止させる（ステップＳ６１）。
　ここにいう「寸動運転」とは、検出誤差許容範囲以内の微少距離を移動させることを指
す。
　次いで、作業者乙が最下階開口部２９からピット２４内に入り、つりあい錘２２と緩衝
器２３とのつりあい錘－緩衝器間距離３１を計測し、当該計測距離Ｄを記憶し（ステップ
Ｓ６２）、作業者乙が最下階開口部２９からピット２４外に出た後、作業者甲がかご室１
の上から最上階乗場開口部１４に降りることができる位置迄かご１を下降運転して、作業
者甲がかご室１から最上階乗場に降りる（ステップＳ６３）。
　次に、作業者乙がピット２４内の操作箱２５に接続した操作器２６を取り出し、操作器
２６を操作してかご室１を低速上昇運転する（ステップＳ６４）。
　次に、かご室カム２がスイッチレバー１９に接触して停止検出スイッチ１６が停止検出
信号を制御盤１１に出力するとブレーキ６が作動して図４に示されるスリップ距離２１だ
け移動してかご室１およびつりあい錘２２は停止する（ステップＳ６５）。
【００２２】
　次に、作業者乙がピット２４に入り、つりあい錘２２と緩衝器２３とのつりあい錘－緩
衝器間距離３１を測定し、その計測距離Ｅを記憶し（ステップＳ６６）、前記計測距離Ｄ
からと計測距離Ｅを減算し、当該減算値がブレーキ６の許容最大スリップ距離Ｃ以内であ
るか否か判定し（ステップＳ６７）、当該判定が距離Ｃ以内であるとの判定のときは、ブ
レーキ６のブレーキの制動力および保持力は正常と判断してブレーキの制動力および保持
力の点検を終了する（ステップＳ６８）。
　一方、前記ステップＳ６７の判定が距離Ｃ以内でないとの判定のときは、ブレーキ６の
ブレーキの制動力および保持力は異常と判定し（ステップＳ６９）、ブレーキ６を調整し
て（ステップＳ７０）スタートに戻り、前記ステップを正常判定となるまで繰り返す。
【００２３】
前記第２実施例においては機械室１２を有するエレベーターを例に説明したが、前記第２
実施例に示す、ブレーキの制動力および保持力の点検方法によると、巻上機４および制御
盤１１がピット２４内に設置された、機械室を有しないエレベーターにおいてもブレーキ
の制動力および保持力の点検ができる効果を奏する。
【００２４】
　次に、本発明の第３の実施形態（以下「第３実施例」という）ついて、機械室を有する
エレベーターを例に、図２乃至図４，図６、図９に基づいて説明する。
　第１又は第２実施例における符号と同一の符号で示される構成は、第１又は第２実施例
と同一であるか対応する構成であるから、その説明は省略する。
　図６は、第３実施例におけるエレベーターの全体構成図である。
　図９は、第３実施例の点検方法を説明するフローチャートである。
【００２５】
　図６において第１、又は第２実施例と相違する点について説明する。
　操作器２６の操作信号が配線２７、かご室１の上に配設されている操作箱３２、図示し
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ない配線を介して制御盤１１に入力されてかご室１の昇降運転および下降運転を操作でき
る点である。
【００２６】
　次に、ブレーキ６の制動力および保持力の点検方法を図９のフローチャートに基づいて
説明する前に点検時のエレベーター動作について説明する。
　点検に際しては、操作器２６による上昇運転、および下降運転の操作信号が、制御盤１
１を介して巻上機４のブレーキ６を開放し、モータ５を起動し、当該モータ５の動力によ
り減速機８を介してシーブ７を回転させることによりロープ１８を移動し、当該ロープに
つり下げられているかご室１を昇降路１３内を上昇、および下降させる運転を行い、当該
運転時のかご室１の移動速度は、通常運転時より低速な一定速度、一般的には１５～３０
ｍ／ｍｉｎで移動する。
【００２７】
　ここで、ブレーキ６の制動力および保持力の点検方法を図９のフローチャートに基づい
て説明する。
　第３実施例も第１及び第２実施例と同様、ブレーキ６の動作開始からかご室１が停止す
る迄のスリップ距離で判定するものであるが、当該スリップ距離を、第３実施例では無負
荷状態にして低速度上昇させ、ブレーキ動作を開始させたときの最上階乗場敷居とかご室
敷居との距離と、とかご室１が停止したときの最上階乗場敷とかご室敷居との距離の差が
最大許容スリップ距離の範囲内であるか否かを判定するもので、詳細をフローチャートに
従って説明する。
【００２８】
　かご室１を、最上階乗場開口部１４からかご室１の上の操作器２６を取り出すことが可
能な位置に停止させて操作器２６を取り出し（ステップＳ８０）、当該操作器２６を操作
してかご室１を上昇運転すると、スイッチレバー１９が図３に示すようにかご室カム２と
接触して停止検出スイッチ１６の動作点に達して停止検出信号が制御盤１１に出力される
と、ブレーキ６が動作して図４に示されるスリップ距離２１だけ移動してかご室１は停止
する（ステップＳ８２）。
　次に、かご室敷居３と最上階乗場敷居１５との敷居間距離２０を測定し、その測定距離
Ｆを記憶する（ステップＳ８３）。
　次に、操作器２６を操作してかご室１を寸動下降運転を行い（ステップＳ８４）その後
かご室１が動いたか否か判定し（ステップＳ８５）、当該判定が動かないとの判定のとき
は動くまでステップＳ８４を繰り返す。
　すなわち、前記ステップＳ８４においてかご室１が動かないときは、停止検出スイッチ
１６が動作している状態、要するに、かご室カム３がスイッチレバー１９と接触して停止
検出スイッチ１６から停止検出信号が制御盤１１に出力されている状態となっているので
、かご室１は操作器２６の寸動下降運転により微少距離移動した後は停止状態となる。
　そこで前記寸動下降を繰り返すと、かご室カム３とスイッチレバー１９との位置関係が
図４→図３→図２となって、かご室カム３とスイッチレバー１９は非接触となるので停止
検出スイッチ１６から制御盤１１に出力されていた停止検出信号が出力されなくなるので
、ブレーキ６が開放される。
【００２９】
　一方、前記ステップＳ８５にてかご室１が動いた場合は、その位置を停止検出スイッチ
１６の動作点とし、かご室敷居３最上階乗場敷居１５との敷居間距離２０を計測してその
計測距離Ｇを記憶する（ステップＳ８６）。
　次に前記測定距離Ｆから測定距離Ｇを減算した減算値がブレーキ６の許容最大スリップ
距離Ｃ以内であるか否か判定し（ステップＳ８７）、当該判定が許容最大スリップ距離Ｃ
以内であるとの判定のときは、ブレーキ６のブレーキの制動力および保持力は正常と判断
してブレーキの制動力および保持力の点検を終了する（ステップＳ８８）。
　一方、前記ステップＳ６７の判定が距離Ｃ以内でないとの判定のときは、ブレーキ６の
ブレーキの制動力および保持力は異常と判定し（ステップＳ８９）、ブレーキ６を調整し
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て（ステップＳ９０）スタートに戻り、前記ステップを正常判定となるまで繰り返す。
【００３０】
　なお、上記第３実施例では停止検出スイッチ１６として、かご室１の最上階乗場開口部
１４より上方への行き過ぎを防止するために設けられたスイッチを用いたが、当該停止検
出スイッチとしてかご室１の最下階乗場開口部より下方への行き過ぎを防止するために設
けられたスイッチを用いるときは、寸動させる方向が前記第３実施例と逆方向の上方にな
ることは言うまでもないことである。
【００３１】
　前記第３実施例の点検方法によれば、１人作業でブレーキの制動力および保持力の点検
ができる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】第１実施例におけるエレベーター全体図である。
【図２】かご室カムと停止検出スイッチのレバーが非接触状態を示す図である。
【図３】かご室カムと停止検出スイッチが動作する動作点を点線レバーで示す図である。
【図４】かご室が停止したときのかご室カムと停止検出スイッチのレバー位置関係図であ
る。
【図５】第２実施例におけるエレベーター全体図である。
【図６】第３実施例におけるエレベーター全体図である。
【図７】第１実施例の点検方法フローチャートである。
【図８】第２実施例の点検方法フローチャートである。
【図９】第３実施例の点検方法フローチャートである。
【符号の説明】
【００３３】
１　　　かご室
２　　　かご室カム
３　　　かご室敷居
４　　　巻上機
５　　　モータ
６　　　ブレーキ
７　　　シーブ
８　　　減速機
９　　　マシンビーム
１０　　ビームプーリー
１１　　制御盤
１２　　機械室
１３　　昇降路
１４　　最上階乗場開口部
１５　　最上階乗場敷居
１６　　停止検出スイッチ
１７　　配線
１８　　ロープ
１９　　スイッチレバー
２０　　敷居間距離
２１　　つりあい錘
２２　　スリップ距離
２３　　緩衝器
２４　　ピット
２５　　操作箱
２６　　操作器
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２７　　配線
２８　　配線
２９　　最下階乗場開口部
３０　　最下階乗場敷居
３１　　つりあい錘－緩衝器間距離
３２　　操作箱
３３　　敷居間距離

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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